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5.船舶  
(2)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ
1 (ISO基準策定への貢

献、外国検査基準の受
入れ)

運 30402 　ＩＳＯの基準策定に貢献す
るとともに、同基準が策定さ
れた場合には、国内基準を
速やかにこれと整合のとれ
たものとする。また、ＥＵ、米
国等の検査基準等に特に
問題がなければ、その検査
基準等を受け入れ、日本国
内での使用が認められるよ
う検討し、平成10年度末を
目途に結論を出す。

   ＩＳＯの基準策定のため
に、調査・実験等を行った。
現在、ＩＳＯの会議に出席
し、安全基準の素案の策定
作業を進めているところで
ある。

  国内基準の国際基準へ
の整合化が依然として達
成されていないため、例え
ば、国内で１万円以内で
購入できるヨットの船灯で
も、外国製品ゆえに時間
をかけて検査所に行かね
ばならず、交通費・検査料
等のコストが必要となる。
［東京商工会議所］

　船灯の基準をはじめとし
て、国内基準の国際基準
への整合化が図られてお
り、国内外の製品の如何
にかかわらず同様の検査
を実施しているところであ
る。また、国際基準に基づ
く検査データを活用するな
ど、検査の合理化にも努
めているところである。

○ *

(4)高速ﾌｪﾘｰ
1 (高速ﾌｪﾘｰの建造) 運 40402 　船舶整備公団における船

舶の共有建造に際し、実務
的かつ技術的な問題につ
いて、国際的ﾋﾞｼﾞﾈｽ慣行へ
の整合化のために必要な
措置を講じる。さらに、公団
の標準契約書の改訂に際
しては、国内の造船所と同
様に海外の造船業者から
の意見も参考にするととも
に、その英訳についても、
同種の事業を行う他の政府
関係機関の例も参考に積
極的に対応し、海外造船所
の便宜を図る。

　平成10年4月、運輸施設
整備事業団(平成9年10月、
船舶整備公団と鉄道整備
基金を統合)においては、共
有建造の際の技術資料・図
面等の提出資料の軽減、ま
た、建造契約書の秘密保持
に関する規定の追加など国
際的ﾋﾞｼﾞﾈｽ慣行への整合
化を図った。さらに、海外造
船事業者から寄せられた意
見も参考に、平成10年度に
も標準契約書を改定すべく
検討を進めている。

  公団の標準契約書の英
訳版は依然として完成し
ていない。
［駐日オーストラリア大使
館］

　運輸施設整備事業団で
は、現在標準契約書の改
訂作業を進めており、当該
作業を平成１０年度中に
終了させることとしてい
る。また、その英訳につい
て、契約関係における取
扱いについての豪側との
調整を現在行っているとこ
ろであり、今後この調整を
踏まえ対応することとして
いる。

○


